
市内飲食店事業者の
みなさまへ

寝屋川市は市内飲食店を応援します！

キャッシュレス決済等

導入推進支援補助金

キャッシュレス決済等

導入推進支援補助金

対　象

① 飲食店営業許可を得ている市内飲食店
② 店内で不特定多数の者に飲食サービスを提供する店舗
※キッチンカーやルームサービスのみの店舗等は除きます。
※他にも要件がありますので、申請の際は、必ず、募集要項を確認してください。

飲食店が令和２年４月１日から同年
12月15日の期間においてキャッシュ
レス決済を新規又は追加導入し、
キャッシュレス決済が使用可能な状態
にしていること。

補助の要件と補助金額

キャッシュレス決済の導入 大阪府感染防止宣言ステッカーの導入

申請方法については裏面をご覧ください

補助金額

補助要件

飲食店が令和２年７月１日から同年
12 月 15 日の期間において大阪府が
実施している感染防止宣言ステッ
カーを取得、掲示し、会食時の新型コ
ロナウイルス感染症の感染対策をし
ていること。

補助要件

30,000円
補助金額

20,000円

受 付 ス タ ー ト


